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7 野生イノシシの豚熱及びアフリカ豚熱検査体制整備 

 

○八町慶史 竹内美穂 高野真帆 

 

要 約 

豚熱ウイルスをはじめ、多数の病原体を保有している可能性があるため、野生イノシシ

の豚熱及びアフリカ豚熱検査における交差汚染防止対策を徹底した検査体制を整備した。 

第一に、専用の検査区域を設定した。野生イノシシ検査を家畜保健衛生所立川庁舎（立

川庁舎）で実施することで、家畜保健衛生所日の出庁舎で実施する飼養豚の病性鑑定と分

離した。第二に、専用の検査機器・器具を配備した。豚熱及びアフリカ豚熱検査で必要と

なるものをリスト化し、立川庁舎へ配備した。第三に、交差汚染を防ぐ検査手法を確立し

た。検体処理、核酸抽出、PCR法及びELISA法を一室で行うこと、立川庁舎に安全キャビネ

ットが1つしかないことを考慮し、交差汚染防止を念頭に置いた検査工程及び検査スペース

を設定した。第四に、検査技術の高位平準化に取り組んだ。作業マニュアルの作成及び精

度管理の実施を通して、作業員の技術向上に努めた。 

上記取り組みを徹底し、令和2年度では4月から2月までの間で、野生イノシシ計36頭検査を

実施し、豚熱PCR陽性8頭、豚熱抗体検査陽性4頭であった。また、偽陽性事例を1検体認め

た。本事例は、検体間での交差汚染が疑われたため、担当内で協議し、検体の取り扱いに

注意した対策を講じた上で再検査をした結果、陰性となり、検査マニュアルを変更した。

令和3年度以降、検体数の増加が見込まれるが、今回構築した体制を維持、強化していくこ

とで、都内におけるウイルスの浸潤順状況を的確に把握、監視していく。 

 

 

平成 30年 9月、岐阜県で初めて野生イ

ノシシの豚熱感染が確認されて以来、野生

イノシシにおける感染は拡大し、令和 3

年 1月 27日時点では、23都府県にて陽性

事例が確認されている。科学的な分析・評

価により豚熱の感染経路の究明等を行う

ために設置される「拡大豚コレラ疫学調査

チーム」の調査より、野生イノシシにおけ

る豚熱の感染拡大は、養豚場への豚熱ウイ

ルスの侵入に大きく関与していることが

示唆されている 1）。そこで、野生イノシシ

における豚熱の感染拡大防止及び環境中

のウイルス濃度低減を図り、いち早く本病

の清浄化を達成するため、国主導のもと野

生イノシシへの豚熱経口ワクチンの野外

散布が実施されている。都内における野生

イノシシの豚熱ウイルス浸潤状況を正確

に把握し、飼養者へ速やかに情報提供を行

うため、そして散布した経口ワクチンの有

効性評価のため、当所では野生イノシシの

豚熱検査を行っている。 

また、アフリカ、ヨーロッパ及びアジア

を中心にアフリカ豚熱の感染が拡大して

いる。海外での本病の感染拡大にも、野生
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イノシシの関与が示唆されている。現在、

日本は清浄国ではあるが、本病のウイルス

の侵入リスクは非常に高まっている。令和

3年 2月時点では、水際検疫により輸入畜

産物より本病のウイルス遺伝子が 94例検

出されており、そのうち 3例から感染性の

あるウイルスが分離された。豚熱同様、輸

入畜産物等を介して国内へ持ち込まれた

本病のウイルスが野生イノシシに感染す

るリスクがあるため、野生イノシシを検査

し本病のウイルスの侵入を監視・把握する

必要がある。 

 また、野生イノシシの検査にあたっては、

様々な病原体を保有している可能性を考

慮して、採材及び検査を行う必要がある。

日本の野生イノシシでは、豚熱ウイルスを

はじめとして、表 1のような病原体が検出

されている 2) 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豚での報告ではあるが、豚熱ウイルスに

関して、豚熱ウイルス接種後 6日目から

15日目までの間、血液、唾液、鼻汁及び

糞便から豚熱ウイルス遺伝子が検出され

たこと 4）、中毒性・強毒性株の豚熱ウイル

ス接種群からエアロゾル中より 101.6～

103.8TCID50相当/m3のウイルス RNAが検出

されたことより 5）、多量に排出されたに豚

熱ウイルスが検体や環境が汚染する可能

が示唆される。 

 野生イノシシの検査により実験器具や

実験室を汚染すると、試薬や他の検査材料

が汚染されてしまう可能性がある。また、

実験室の汚染は、病原体を当所から都内飼

養者へ伝播してしまうリスクにもつなが

りかねない。そのため野生イノシシ検査の

交差汚染防止対策が必須と考え、4つの取

り組みを通し検査体制を再整備した。 

 

取り組み① 専用検査区域を設定 

当所は令和2年4月に西多摩郡日の出町

の新庁舎（日の出庁舎）へ移転したが、移

転前の立川庁舎では、共通の検査室で飼育

豚及び野生イノシシの検体処理を行って

いたため、動線が交差していた（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 移転後は、飼養豚の病性鑑定は日の出庁

舎、野生イノシシ検査は立川庁舎で行うこ

とで、検査区域を確実に分離した。その他

対応として、汚染を都内飼養者へ拡げない

よう、野生イノシシ対応専用の車両を設定

した。また、人を介して病原体を拡散しな

いよう、野生イノシシ検査日は検査担当者

が日の出庁舎に立ち寄らないようにする

とともに、野生イノシシ採材及び検査に従

事した職員は 3日間豚農家へ訪問しない

こととした。 
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取り組み② 専用検査機器を配備 

豚熱及びアフリカ豚熱検査では、血清分

離、臓器乳剤作成、核酸抽出及びコンベン

ショナル PCR法による遺伝子検査を行う。

加えて、豚熱検査では ELISA法及び中和試

験による抗体検査も行う。それぞれの検査

に必要となる機械器具を立川庁舎に配備

し、野生イノシシ検査専用とした。 

 

取り組み③ 

交差汚染を防ぐ検査手法の確立 

第一に、交差汚染を防ぐ検査工程を考案

した。そもそも、バイオハザード対策から、

感染性を有する病原体を扱う検体処理及

び核酸抽出は、安全キャビネット内で行う

必要がある。一方、PCR の試薬調整は、ク

リーンな環境で行い、試薬への交差汚染を

防がなければならない。検査区画には安全

キャビネットが 1台しかないため、まず検

体を取り扱う前のクリーンな安全キャビ

ネット内で PCRの試薬調整を行った後に、

図 2のとおり検査を実施していくことと

した。また、作業の合間には紫外線消毒や

作業スペースの清拭を行い、清浄性を確保

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二に、ELISA法は安全キャビネット内

で検査を実施することとした。感染個体の

血清中に含まれるウイルスは、非特異反応

低減のための補体非働化処理では、完全に

は不活化できないためである 6）7）。 

第三に、検査スペースの設定について、

一方通行で遺伝子検査を行うこととした。

PCR法の遺伝子増幅産物の汚染は検査結

果に大きな影響を及ぼすためである。そこ

で、図 3のとおり検査スペースを確実に区

分することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み④ 検査技術の高位平準化 

当所では、野生イノシシ検査担当を 4

当所では、野生イノシシ検査担当を 4名設

定し検査を行っているが、全検査員で同等

の検査精度を維持するため、さきに述べた

取り組みも踏まえた作業マニュアルを作

成した。その内容は、1 日の作業工程、検

査室の機械器具の配置図、各検査の標準作

業手順書等である。また、機械器具の校正、

内部精度管理の実施及び検査員の教育訓

練を通して、精度管理を実施することとし

た。 

 

令和 2年度 検査実績 

令和 2年 4月から令和 3年 2月末日まで

の豚熱検査の結果は表2及び図4のとおり。

計 36頭検査を実施し、7月には都内初の

PCR検査陽性事例が確認された。また、捕

獲イノシシと比較し、死亡イノシシの PCR

検査陽性率は高い結果となった。アフリカ
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豚熱については死亡イノシシに対して検

査を実施し、計 10頭 PCR検査陰性を確認

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

偽陽性判定事例への対応 

 令和 2年 6月 3週目、捕獲イノシシ 2

検体を検査し、偽陽性判定を認めた。コン

ベンショナル PCR法で 2検体中 1検体が陽

性になり RFLP法を実施したところ、抽出

陽性対照（牛ウイルス性下痢ウイルス）と

同じサイズの増幅産物を認めた（図 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFLP法により、豚熱ウイルスと抽出陽性

対照のバンドサイズは異なるよう設計さ

れているため、抽出陽性対照が検体へ交差

汚染した可能性が示唆された。病性鑑定担

当で対応策を検討したところ、核酸抽出時

もしくは PCR検査時での交差汚染が疑わ

れたため、表 3のとおり対応策を考案し再

検査を実施した結果、豚熱遺伝子検査陰性

を確認した。なお、今回考案した対応策は

注意事項として作業マニュアルに盛り込

んだ。以降、偽陽性判定事例は認めていな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

考 察 

当所では、毎週野生イノシシ検査実施日

を設けており、高頻度に検査を行っている。

加えて、豚熱感染個体の場合、検体以外の

容器などにも多量のウイルスが付着して

いる可能性があり、交差汚染のリスクは非

常に高い。また、他の地方自治体でも、野

生イノシシ検査による豚熱ウイルスの交

差汚染が疑われる事例は報告されていて、

早急に交差汚染防止対策を講じる必要が

あった。対策の中でも基本的かつ重要な対

策は一般的な病性鑑定区画と野生イノシ

シ検査区画の分離であったが、庁舎移転に

伴い確実に分離できたのは、非常に有効で

あり幸運でもあった。しかし、立川庁舎に

は検査室が 1室しかないこと、安全キャビ

ネットが 1台しかないことなどにより、検

査室、機械器具及び試薬の汚染を防ぐ検査

手法を考案する必要があったため、検査員

で協力して検査手法の確立及び作業マニ
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ュアルの作成を行った。複数の検査員で協

力して作成したことにより、様々な視点が

反映された完成度の高い作業マニュアル

が完成した。これは、日の出庁舎における

一般的な病性鑑定業務にも生かせるもの

であったため、積極的に取り入れ、一般的

な病性鑑定の検査精度の向上のために活

用している。 

偽陽性判定事例への対応では、当検査に

は常に交差汚染のリスクがあること、この

ような事態を想定し予め対策を練る必要

性などを実感した。交差汚染について改め

て考え直すことができた点、検査手法の見

直しやマニュアルの改善につながった点

など、本事例は検査体制強化のためのよい

契機になったと感じている。また、PDCA

サイクルを意識し原因の追究から改善ま

で繋げることができたため、今後も同様の

対応により検査精度を向上させていく。 

令和 3年度より、東京都野生イノシシ豚

熱検体提供事業が発足する。それにともな

い検査数の増加が見込まれ、検査頻度の増

加及び作業工程の複雑化も想定されるが、

今回構築した検査体制を維持強化してい

くことで、的確に豚熱及びアフリカ豚熱の

検査を実施し、ウイルスの都内侵入、浸潤

状況を監視していく。 
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